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第１章 総 則 

 

第１ 目的 

この基準は、消防法（昭和 23年法律第 186号。以下「法」という。）第７条の

規定に基づく消防同意（建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「建基法」

という。）第 18条第２項に係る建築物について、同法第 93条第４項の規定に基

づき通知された場合を含む。）の審査並びに法第８条及び法第 17 条、同法施行

令（昭和 36年政令第 37号。以下「令」という。）、同法施行規則（昭和 36年自

治省令第６号。以下「規則」という。）及び枚方寝屋川消防組合火災予防条例（昭

和 37年枚方寝屋川消防組合条例第 44号。以下「条例」という。）の規定に基づ

く令別表第１に掲げる防火対象物の取り扱い及び消防用設備等又は火炎伝走防

止用消火装置の設置の要否に係る判断基準等を定めることを目的とする。 

 

第２ 用語の定義 

この基準の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

１ 建基令とは、建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）をいう。 

２ 令８区画とは、令第８条に規定する区画をいう。 

３ 規則第 12 条の２区画とは、規則第 12 条の２第１項第１号、第２号及び第

３項第１号に規定する区画をいう。 

４ 規則第 13 条区画とは、規則第 13 条第１項及び第２項に規定する区画をい

う。 

５ 規則第 13 条の５の２区画とは、規則第 13 条の５の２第２号に規定する区

画をいう。 

６ 規則第 28 条の２区画とは、規則第 28 条の２第１項及び第２項に規定する

区画をいう。 

７ 規則第 30 条の２区画とは、規則第 30 条の２第１号及び第３号に規定する

区画をいう。 

８ 複合型居住施設用自火報区画とは、「複合型居住施設における必要とされる

防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」（平成 22 年総

務省令第７号）第３条第３項に規定する区画をいう。 

９ 共住省令とは、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有す

る消防の用に供する設備等に関する省令」（平成 17年総務省令第 40号）をい

う。 

10 共住区画とは、共住省令第２条第１号及び「特定共同住宅等の位置、構造及

び設備を定める件」（平成 17年消防庁告示第２号）に規定する区画をいう。 

 


